
農業集落排水施設維持管理・パトロール業務のイメージ

・農業集落排水施設では、維持管理の常駐者を配置せず、専門技術者による巡回管理と地域住民等に

 
よる日常点検・管理とを組み合わせた維持管理体制を基本

・このうち、地域住民による日常点検・管理は、少子高齢化等により人手不足が顕著であり、施設の適

 
切な機能維持が懸念されているところ。

・ついては、このような施設（農業集落排水施設5,000地区のうち、中山間地域等適切な機能維持が懸

 
念される地域）を中心に、日常点検・管理（場内草刈り、清掃等）を行う。
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